
運転免許取得助成事業交付要綱 

平成２７年３月２４日制定 

平成３１年３月２０日改正 

令和３年３月１９日改正 

公益社団法人 鹿児島県トラック協会 

 

（目 的） 

第 １ 条 公益社団法人鹿児島県トラック協会（ 以下「当協会」という。）は、会員事業者（以下 

    「会員」という。）が、少子高齢化に対応した若年労働者を確保し、又はドライバーの育成 

及び運転技術の向上を図るため、本要綱で定める運転免許（以下「免許」という。）を従業員 

に取得させるために負担した費用の一部助成について必要な事項を定める。 

 

（助成対象） 

第 ２ 条 助成対象の会員、従業員及び免許の種別は次のとおりとする。 

（１）従業員の免許取得費用の全部又は一部を負担した会員を対象とする。 

   年度途中に入会した場合は、入会日以降に免許取得したものを対象とする。 

ただし、会費未納及び社会保険等の未加入会員は、除くものとする。 

（２）県内営業所に所属し、事業用トラックの運転業務に従事する従業員を対象とする。 

     運転者として採用した高等学校新卒者（申請を行う年度の前年度卒業者（以下「新卒者」 

という。）については、在学中の取得費用も対象とすることができる。 

ただし、個人で負担した費用については、助成しない。 

なお、助成を受けた従業員の同一免許の再取得に係る助成は行わない。 

（３）免許の種別は、大型免許（限定解除を含む。）、中型免許（限定解除を含む。）、けん引 

免許 、準中型免許（限定解除を含む。）を対象とする。 

 

(助成対象費用) 

第 ３ 条 助成費用は、消費税を除く教習受講料及びテキスト代等の教習費用とする。 

なお、自動車教習所等への通学費用や運転免許試受験料等は、対象外とする。 

 

（助成額） 

第 ４ 条 助成額、助成人数及び助成の上限額は次のとおりとする。 

（１）助成額は、第３条に定める費用のうち、会員が負担した費用（普通免許を併せて取得 

    する場合は普通免許取得の費用を除く。）の２分の１の額（千円未満切り捨て）とし、 

    １会員に対する助成人数は２名（ただし、安全性優良事業所（Ｇマーク認定事業所）の認 

定を受けている事業者（以下「Ｇ事業者」という。）に対する助成は５名）までとする。 

なお、新卒者の免許取得助成については、人数の上限を設けない。 

（２）１名あたりの助成上限額は、別表１及び別表２（Ｇ事業者の場合に限る。）に定める 

  とおりとする。 

   ただし、Ｇ事業者の３人目からの助成については、別表３に定めるとおりとする。 

（３）複数の免許を同時に取得する場合は、上限額の高い額とする。 
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（予算総額） 

第 ５ 条 予算総額は、別途定める額とする。 

 

(助成対象期間) 

第 ６ 条 助成対象期間は、前年度の３月１日から当該年度の２月末日までの間に免許を取得した 

ものとする。 

２ 助成申請期間は、当該年度の４月１日から３月１５日までの間とする。 

 

（実績報告及び助成金交付の請求） 

第 ７ 条 会員が助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる必要書類等を会長に提出し 

請求するものとする。 

  （１）運転免許取得助成事業実績報告書（助成金交付請求書）（様式１） 

（２）免許取得者内訳書（別紙） 

（３）社会保険等への加入に係る誓約書兼在籍証明書（様式３） 

（４）取得前及び取得後の運転免許証（写） 

（５）健康保険証（写） 

（６）自動車教習所等の入校を証明する書類〔入校申込書等(写)〕 

（７）自動車教習所等への支払いを証明する書類〔自動車教習所等発行の領収書等(写)〕 

※領収書（写）は、会社宛又は事業主宛のみ有効で従業員個人宛の領収書（写）は不可 

    （８）安全性優良事業所認定証(写) ※Ｇ事業者の場合に限る。 

    （９）卒業証明書又は卒業証書（写） ※新卒者の場合に限る。 

（10）運転日報（写）※３日分以上 

  （11）その他当協会が必要と定めるもの 

 

（助成金の交付決定通知） 

第 ８ 条 当協会は、前条に基づく実績報告及び助成金交付の請求があったときは、速やかにその 

報告を審査し、条件に適合すると認めたときは、予算の範囲内において交付決定を行い、 

交付決定通知書（様式２）により会員に通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第 ９ 条 当協会は、交付決定通知後、速やかに助成金を会員に交付するものとする。 

 

(助成金の返還) 

第１０条 当協会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員に対し、既に交付した助成金 

   の返還を求めることができる。 

(１) この要綱その他当協会が定める事項に違反したとき 

 (２) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

 

（情報開示） 

第１１条 助成金交付請求にかかる個人情報については、免許取得に係る事実確認のため当該自動 

車教習所等に照会する場合を除き、第三者への開示は行わないものとする。 

 

- 2 -



（その他必要な事項） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、会長が別に 

これを定める。 

 

 

（附  則） 

1.本要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

2.本要綱は、平成２７年５月２６日から施行し、改正後の規定は、平成２７年４月１日から適用 

する。 

3.本要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

4.本要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

5.本要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

6.本要綱は、令和３年４月１日から適用する。 
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別表１ 

 

別表２（Ｇ事業者の場合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

別表３（Ｇ事業者の３人目からの助成額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免 許 種 別 １名あたりの助成上限額 

大型免許（限定解除を含む。） 

  ８０，０００円 

ただし、限定解除については、 

  ４０，０００円 

中型免許（限定解除を含む。）  ４０，０００円 

けん引免許 ４０，０００円 

準中型免許 ４０，０００円 

準中型免許（限定解除） ２５，０００円 

免 許 種 別 １名あたりの助成上限額 

大型免許（限定解除を含む。） 

１００，０００円 

ただし、限定解除については、 

  ５０，０００円 

中型免許（限定解除を含む。）  ５０，０００円 

けん引免許 ５０，０００円 

準中型免許 ５０，０００円 

準中型免許（限定解除） ３０，０００円 

免 許 種 別 １名あたりの助成上限額 

大型免許（限定解除を含む。） 

  ５０，０００円 

ただし、限定解除については、 

  ２５，０００円 

中型免許（限定解除を含む。）  ２５，０００円 

けん引免許 ２５，０００円 

準中型免許 ２５，０００円 

準中型免許（限定解除） １５，０００円 
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様式１ 

 

令和  年  月  日 

 

運転免許取得助成事業実績報告書 
（助成金交付請求書） 

 

公益社団法人 鹿児島県トラック協会長  殿 

 

〈申請者〉 

住 所 

名 称 

氏 名                   印 

                  電話番号          担当者（     ） 

                  メールアドレス                 

 

運転免許取得助成事業交付要綱の第７条に基づき、助成金を下記のとおり申請します。 

 

記 

 

助成金請求額            円 

 

１．運転免許取得者内訳書  別紙のとおり 

 

２．振込先口座  ・（銀行名）        銀行・信用金庫 （支店名）          支店 

        ・（預 金） 普通 ・ 当座   ・（口座番号）                          

        ・（口座
ふ り

名義
が な

）                    

３．添付書類  

  ① 社会保険等加入に係る誓約書兼在籍証明書(様式３)   

   ② 取得前及び取得後の運転免許証(写）  

③ 健康保険証(写）  

④ 自動車教習所等の入校を証明する書類[入校申込書等(写)] 

⑤ 自動車教習所等への支払いを証明する書類[自動車教習所等発行の領収証等(写)] 

⑥ 安全性優良事業所認定証(写) ※Ｇ事業者の場合に限る。 

⑦ 卒業証明書又は卒業証書(写) ※新卒者の場合に限る。 

⑧ 運転日報(写)※３日分以上 

⑨ その他当協会が必要と定めるもの                      

     

 

印 
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別 紙 

1.免許取得者内訳書（取得免許種別は、いずれかに○印を付してください。） 

取得免許種別 

・大型免許     ・大型免許(限定解除を含む。)  

・中型免許     ・中型免許(限定解除を含む。) 

・けん引免許 

・準中型免許    ・準中型免許(限定解除を含む。) 

免

許

取

得

者 

ふりがな  

氏  名   

生年月日  昭和・平成   年   月   日 年齢：   才 

免許取得日  令和   年   月   日 

高校卒業年月日  令和   年   月   日 ※新卒者の場合に限る。 

自動車教習所等名称  

G マーク認定証番号 

(該当する場合のみ記入) 

  

 有効期間：    年  月  日～    年  月  日（  年間） 

免許取得費用               円 

参考：普通免許取得費用 

（          円） 

※新卒者の場合に限る。 

助成金請求額              円  

○内訳書は、免許取得者ごとに作成し、添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 -



様式２                   

鹿ト協発第     号 

令和  年  月  日 

 

  

                 殿 

 

 

公益社団法人 鹿児島県トラック協会 

会 長 鳥 部 敏 雄       

    

 

交付決定通知書 
 

令和   年   月   日付で助成金交付請求のあった（運転免許取得助成事業助成金）

は、下記のとおり交付することとしましたので通知します。 

 

記 

      

 

交付請求額         円 

交付決定額         円 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県ト協→申請会員事業者 
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様式３ 

令和  年  月  日 

 

公益社団法人 鹿児島県トラック協会長 殿 

 

 

住  所 

事業者名          

代表者名                    

 

 

誓    約    書 

 

 弊社は、助成金交付請求書（運転免許取得助成事業実施報告書）の申請に対し、社会保険等に

ついては、適正に手続き加入していることを誓約いたします。 

 なお、助成金受領後に運転免許取得助成事業要綱第１０条に基づく事実が判明した場合、助成

金を返還いたします。 

 

 在 籍 証 明 書 

 

運転免許取得助成事業において、申請対象者である下記の者は現在当社に在籍しているこ

とを証明いたします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

   ※提出に際しては、健康保険証（写）を添付してください。   

１. 氏    名  

２. 現 住 所  

３. 生 年 月 日  昭和 ・ 平成   年   月   日 

４. 入 社 年 月 日    年   月   日 

５. 現在就いている職務内容 
（例：運転者等） 

 

６. そ の 他  
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